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市内高齢者施設等 開設者 各位 

 

 

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課担当課長 

 

令和７年度第１回川崎市指定介護保険事業者等集団指導講習会の実施について（通知） 

 

日頃から、本市高齢者福祉施策の推進に御理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げま

す。 

本市では、介護事業者等のサービスの質の確保・向上を図ることを目的に、主に管理

者の皆さまを対象に、年間２回の集団指導講習会を開催しております。 

 今年度１回目の集団指導講習会を、次のとおり動画及び資料掲載の形式で実施します

ので、受講していただきますようお願いいたします。 

 

１ 受講対象サービス 

  居宅介護支援、介護予防支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビ

リ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護、短期入所療養

介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護老人福祉施

設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、小規模多機能型居宅介護、地域密着型

通所介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型共同

生活介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介

護老人福祉施設入居者生活介護、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住

宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護予防訪問サービス、介護予防通所サービ

ス、介護予防短時間通所サービス ※いずれも「介護予防」を含みます 

 

２ 受講対象者 

  受講対象サービス事業所の管理者（その他の職員も受講可能です） 

 

３ 受講期間 

  動画及び資料の掲載日から令和７年９月３０日（火）まで 

 

４ 受講方法 

  川崎市ホームページに集団指導講習会のページを開設します。 

  リンクから動画を視聴し、掲載資料を併せて確認してください。 

 【集団指導講習会ホームページ URL】 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000178680.html 

※右の二次元コードからもアクセスできます。 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000178680.html


４ 受講確認書の提出 

  受講後に、下記フォームで受講確認書を提出してください 

【提出締切】令和７年１０月１０日（金） 

  提出用フォームは、介護保険サービス事業所用と、その他の事業所用（住宅型有料

老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・養護老人ホーム・軽費老人ホーム）があ

りますので、該当するフォームをお使いください。 

なお、受講確認書の提出が確認できない場合は、受講状況確認のため御連絡させて

いただきますので、忘れずに提出をお願いいたします。 

 

【受講確認書提出フォーム URL（介護保険サービス事業所用）】 

https://logoform.jp/form/FUQz/1152568 

※右の二次元コードからもアクセスできます。 

   

【受講確認書提出フォーム URL（その他の事業所用）】 

   https://logoform.jp/form/FUQz/1174289 

※右の二次元コードからもアクセスできます。 

※住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・ 

養護老人ホーム・軽費老人ホームの受講者は、こちらの 

フォームを御利用ください。 

   

 

 

（問合せ先） 

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 

事業者指導係 小宮山・石井・渡邉 

                      電 話 ０４４－２００－２９１０ 

ＦＡＸ  ０４４－２００－３９２６ 

メール 40kosui@city.kawasaki.jp 

https://logoform.jp/form/FUQz/1152568
https://logoform.jp/form/FUQz/1174289
40kosui@city.kawasaki.jp

